
 

 

 

 

 

 

 

●対象となる飲食店等 

 延べ面積１５０㎡未満で、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等 

 ※延べ面積１５０㎡以上の飲食店等は従前より消火器具の設置が義務付けられています。 

●火を使用する設備又は器具とは？ 

 調理を目的として火を使用する設備又は器具とは、コンロ、七輪等が該当します。 

※IHコンロは火を使用しないので対象外です。 

●消火器の設置義務が免除となる場合 

  調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けて

いる場合は消火器の設置義務が免除されます。 

○調理油過熱防止装置 

鍋等の過度の温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置 

○自動消火装置 

   厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置 

  ○圧力感知安全装置 

   過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコン

ロ本体へのガスの供給が停止することにより火を消す装置 

●消火器の点検および報告について 

 設置が義務付けられた消火器具は、６ヵ月ごとに点検を実施し、１年に１回消防署に「消防設備

等点検結果報告書」を提出する必要があります。点検・報告の方法に関しては総務省消防庁ホーム

ページにある「消火器点検アプリ」や「自ら行う消火器の点検報告」などをご参照ください。（下記

QRコード参照） 
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お問い合わせ先 

益田広域消防本部予防課 ３１－０２３０ 

益田署美都分遣所    ５２－２０４２   益田署日原分遣所  ７４－０７２３ 

益田署匹見分遣所    ５６－０２３４   益田署柿木分遣所  ７９－２２０１ 

益田署津和野分遣所   ７２－０４１１   益田署六日市分遣所  ７７－０１６２ 

平成２８年１２月２２日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けて、消防法

施行令が改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては原則

として延べ面積に関わらず、消火器具の設置が義務付けられました。 

（防火上有効な措置が講じられている場合は除きます。） 

 

 

 
  


